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半田市環境水道部上下水道工務課 令和８年度水質検査計画 

 
■水質検査計画とは 
 水道法施行規則により、水道事業者は水源種別、過去の水質検査結果等について総合的に
検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の
開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。 
 半田市では、これに基づき令和８年度の水質検査計画を作成しましたので公表します。 
 
■検査計画の内容 
 １．基本方針 
 
 ２．水道事業の概要 
 
 ３．水道の原水及び水道水状況 
 
 ４．採水場所、検査項目、検査頻度 
 
 ５．臨時の水質検査 
 
 ６．水質検査方法 
 
 ７．水質検査の委託の区分 
 
 ８．水質検査計画及び検査結果の公表 
    ・公表方法 
    ・検査結果の評価 
 
 ９．その他の留意事項 
    ・関係団体との連携 
 
 
 



１ 基本方針 
半田市は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保証するために、以下の方針で水質

検査を行います。 
(１) 採水場所 
    水道法で検査が義務づけられている定期の水質検査は、配水管末端の給水栓（蛇口

の水）で行います。 
(２) 検査項目 
    検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目と水質管理上留意すべきとされてい

る水質管理目標設定項目とします。 
(３) 検査頻度 
    水道法及び本市の過去の検査結果などに基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を

実施します。 
 
２ 水道事業の概要 

半田市の上水道は、昭和 5 年に愛知県下で 3 番目に創設されて以来、市勢の発展とともに
進展してきました。過去には市内各所に多くの自己水源を有し、最盛期には浄水場 5 か所、深
井戸 10 か所が稼動していましたが、施設の老朽化や揚水量の低下などにより平成 9 年 12 月ま
でに廃止または休止しております。 

これは、愛知県営水道（愛知県水道用水供給事業）の通水にともない、半田市としても自
己水源を補完するため、昭和 37 年 3 月に受水を開始しました。その後、この地方の産業の発展、
人口の増加、生活水準の向上にともない、愛知県による長良川河口堰からの取水が計画・実施
され、平成 10 年 4 月から長良川より取水を開始することで、愛知県営水道による安定した上水
の供給体制がはかられました。 

現在、半田市の上水道は、必要とする給水量のすべてを愛知県営水道が管理する知多浄水
場よりの浄水を受水することで賄っており、市内並びに隣接する阿久比町内の高台にある 3 か所
の配水場（県水受水点）を経て市内各地区に配水しています。 
本市の給水状況は、下表のとおりとなっています。 
 

区    分 内     容 
水 道 事 業 の 名 称 半田市水道事業 
給 水 区 域      半田市の区域内 
計 画 給 水 人 口 123,700 人 

計画一日最大給水量 51,700ｍ３（令和７年度 実績一日最大配水量 41,450ｍ３） 



 配水施設の概要 
(１) 砂谷配水場（半田市砂谷町）貯水量 15,470ｍ3。 

      自然流下により半田・岩滑・花園・板山地区に、また、君ケ橋増圧ポンプ場を中継して君
ケ橋・鴉根地区に給水されています。 

 (２) 深谷配水場（半田市深谷町）貯水量 7,000ｍ3。 
     自然流下により半田・成岩地区へ給水されています。 
 (３) 北部配水場（阿久比町大字板山字東高根）貯水量 6,000ｍ3。 
     自然流下により乙川・亀崎・上池地区に給水されています｡一部、高所のお客様には緑

ケ丘・上池各増圧ポンプ場を中継することで、安定給水に努めています。 
 
３ 水道の原水及び水道水の状況 
 (１) 原水の状況 

      半田市は必要量のすべてを県営水道より受水しております。このため、お客様に供給され
ている水道水は長良川より取水され、知多浄水場（知多市佐布里字西池之脇）に送ら
れた水を原水としています。 

 (２) 水道水の状況 
      水道水はこれまでの検査結果によると水質基準を全て満たしており、お客様に安全で良

質な水をお届けしています。 
 
４ 採水場所、検査項目、検査頻度 
 (１) 採水場所 

県営水道より送られた水は、上水道課が運用する 3 か所の配水場に貯水され、配水
系統にしたがい市内各地区に送られています。このため、水質検査の採水場所は、各々
の配水系統毎に配水管末端の給水栓（蛇口）を定めて採水しています。 

毎月検査の採水場所は、過去の検出値の推移と再評価の観点から、各配水系統の
末端に位置する公園内の給水栓（蛇口）を採水場所としています。 

      
   １） 砂谷配水系統……花園公園（半田市花園町五丁目 12 番 1） 
   ２） 深谷配水系統……昭和公園（半田市瑞穂町九丁目２番１） 
   ３） 北部配水系統……乙川公園（半田市乙川太田町一丁目 28 番） 
               
 



 
                          （無試薬形残留塩素計︓砂谷配水場） 
     
 

わが国の水道水は、衛生上の措置として塩素による消毒が義務づけられており、配水過
程における一般細菌類の増殖等に対して有効と考えられています。 

このため、半田市では各配水場の施設内に無試薬形残留塩素計を設置し、常時、水 
道部上水道課の集中監視装置で県水受水時の残留塩素濃度の把握に努めています。 

   
     毎日検査の採水場所は、毎月検査と同様に上述した各公園内の給水栓を採水場所と 

しています。 
     
 (２) 検査項目 
     水道法第 20条で検査が義務付けられている水質基準項目、検査を行なうことが望まし

いとされる水質管理目標設定項目とします。(表１) 
  １） 水質基準項目について 
     省令による基準項目の内、1 から 32 までの項目は「人の健康に関する項目」であり、生

涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基として安全性を十
分考慮して基準が設定されています。 

 
 



     33 から 52 までの項目は「生活利用上又は施設管理上、障害の生じるおそれのある項
目」であり、水道水としての生活利用上（色、濁り、臭いなど）あるいは水道施設の管理
上（腐食性など）障害が生じるおそれのない水準として基準が設定されています。 
① 毎月 1 回の検査項目 

一般細菌や病原微生物など外部からの汚染の指標と考えられる基本的な 9 項目
については１ヶ月に 1 回の検査を行います。 

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素量）、ＰＨ値、味、 
臭気、色度、濁度 

② 概ね 3 ヶ月に１回の検査項目 
過去3年間で基準値の10分の1を超過する値が測定されている項目については、

年 4 回の検査を実施します。 
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、 
ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、 
ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド 
過去 3 年間で基準値の 5 分の 1 を超過する値が測定されている項目については、

年 4 回の検査を実施します。 
アルミニウム及びその化合物 
過去 3 年間で基準値の１０分の 1 を超過する値が測定されている項目については、

年１回の検査を実施します。 
カルシウム・マグネシウム等(高度)、蒸発残留物 

③ 全項目検査（52 項目） 
半田市では自己水源を持たず、愛知県が運用する知多浄水場よりの受水に限ら

れているため、毎年、市内 3 配水系統の内、1 か所の採水場所で検査を行ないます。
令和８年度は、昭和公園（深谷配水系統）での採水を予定しています。 

 ２） 毎日検査 
色、濁り並びに消毒効果を確認する残留塩素濃度の検査は、水道法に基づき 1 日

1 回の検査を表 2 のとおり行います。 
 ３） 水質管理目標設定項目 

現行では水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水
質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、消毒
副生物等の観点から着目すべき項目のうち数値が上昇する可能性がある「ジクロロアセ
トニトリル」、「抱水クロラール」及びデータ蓄積・検討が必要な項目である「従属栄養細
菌」の 3 項目について表 3 のとおり検査を行います。 



           

 
                               採水立会い（花園公園） 令和７年８月 
 
５ 臨時の水質検査 

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行いま
す。 
 ① 水源の水質が著しく悪化したとき。 
 ② 水源に異常があったとき。 
 ③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。 
 ④ 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき。 
 ⑤ その他、特に必要があると認められるとき。 
 ＊水源並びに浄水過程に係る水質異常については、愛知県が運用している知多浄水場と早

急かつ緊密に連絡を取り合い対処します。 
 
６ 水質検査方法 

水質検査方法は水質基準に関する省令（平成 15 年 5 月 30 日厚生労働省令第 101



号）に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣大臣が定める方法」
により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法（日本水道協会編）などに
より行なう旨を仕様書に明記して、4 月に入札により民間検査機関への委託を決定します。 
 
 
７ 水質検査の委託の区分 

水質検査の内、毎日検査（週末、祝祭日含む）は委託業者㈱フューチャーイン及び半田市
水道指定工事店協同組合で行ないます。 

水質基準項目等は民間検査機関（水道法 20 条に定める登録機関）の内、水道ＧＬＰ
認定の機関に委託します。 
 
８ 水質検査計画及び検査結果の公表 
 １）水質検査結果及び検査結果の公表方法 

水質検査計画や水質検査結果については、半田市のホームページで公表します。また、上水
道課の窓口でも閲覧できるようにします。 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ２）検査結果の評価について 
  検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要があれば臨機に検
査計画を見直していきます。 

 
９ その他の留意事項 

環境水道部 
 
 
 
 
 

水質検査計画策定 

検 査 の 実 施 

検査結果の評価 

公 表 
（ホームページ） 

お客様 ご意見 



 １）関係者との連携 
  半田市では、愛知県水道用水供給事業からの浄水を受水しているため、これら関係機関と
連絡を密にし、水質異常に即応できるよう体制を整えています。 

  
主な関係機関 
  ・愛知用水水道事務所 
   東海市大田町下浜田 164-5 
   電話 0562-33-2281 
 
  ・愛知用水水道事務所 知多浄水場 
   知多市佐布里字西池之脇 8 
   電話 0562-55-3501 
 
  ・愛知県水質試験所 
   愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西 48-265 
   電話 0561-38-8677 
 
  ・愛知県建設局上下水道課指導管理室 
   名古屋市中区三の丸 3-1-2 
   電話 052-954-6301 
    
 
 
 
 
 
 
                    連絡先   〒475-8666 

半田市東洋町二丁目 1 番地 
半田市環境水道部上下水道工務課 
TEL 0569-21-3111（内線 491） 
FAX 0569-26-4074 
Ｅメールアドレス jougekoumu@city.handa.lg.jp 
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